
 
令 和 ３ 年 １ １ 月 １ ７ 日 

                                     中 部 地 方 整 備 局 

木曽川上流河川事務所 

 

「第１２回 木曽川イタセンパラ事業環境影響検討会」を開催します。 

 

 

 木曽川上流河川事務所では、木曽川に生息する希少な天然記念物イタセンパラへの保護に向

け、木曽川イタセンパラ事業環境影響検討会（以下「検討会」という）にて有識者のご意見を伺い

河川整備を進めています。 

 今回の検討会では、「工事によるイタセンパラへの影響及び、影響区間における施工時の配慮

事項についての審議」を予定しています。 

なお、検討会は生息地等の保護のため一部非公開で開催いたします。 

 

１．開催日時 

令和 3 年 11 月 19 日（金） 10:00～（2 時間程度） 

 

２．開催場所 

国土交通省 中部地方整備局 木曽川上流河川事務所 

 

３．議事 

１．前回検討会の意見対応について 

２．事業スクリーニング 

３．令和 2 年度 事業報告 

４．令和 3 年度 事業スクリーニング 

５．樹木伐採にともなうワンドへの水温影響について 

 

４．取材・傍聴について 

会場での取材及び傍聴は、冒頭の座長挨拶までとさせていただきます。資料については、非

公開部分を除き、議事要旨と共に木曽川上流河川事務所で検討会後にご覧いただけます。 

取材及び傍聴には、事前登録が必要となります。取材をご希望の方は、別紙「取材登録書」

を、傍聴をご希望の方は、別紙「傍聴申込書」をご記入のうえ、１１月１８日（木）１５：００までに、

以下の宛先までＦＡＸまたは電子メールで送信をお願いします。 

また、会場での取材及び傍聴については、人数が会場の定員に達した場合、ご参加いただ

けない場合があります（ご参加いただけない場合には、こちらから連絡いたします）。 

当日は、会議開始 5 分前までには会場での受付を済ませていただきますようお願いします。 

 

 



 
 

【取材及び傍聴時の新型コロナウィルス感染拡大防止対策について】 

会場では新型コロナウィルス感染拡大防止対策を行います。取材及び傍聴をされる方にお

かれましては、受付で検温、手指消毒、マスク着用にご協力いただきます。また体温が 37.5℃

以上ある方や体調が優れない方については参加をお控えいただきます。 

なお、新型コロナウィルス感染拡大状況等に鑑み、取材及び傍聴の形式について、予告なし

に変更させていただく場合もございますので、予めご了承ください。 

【取材登録書・傍聴申込書送信先】 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０５８－２５１－１１５０ 

   メールアドレス cbr-kisojyo-chosa@mlit.go.jp 

 

５．添付資料      

別紙「木曽川イタセンパラ事業環境影響検討会 規約」のとおり 

 

６．配布先      

岐阜県政記者クラブ、一宮日刊記者会 

 

７．問合せ先 

＜木曽川イタセンパラ事業環境影響検討会について＞ 

国土交通省中部地方整備局 木曽川上流河川事務所  

事業対策官 上野
う え の

 好隆
よ し た か

 

調査課長   奥山
お く や ま

 聡俊志
さ と し

 

電話：０５８－２５１－１３２１（代表） 

 

 

  



木曽川イタセンパラ事業環境影響検討会 規約

（目 的）
第１条 木曽川イタセンパラ事業環境影響検討会（以下「検討会」という。)は、木曽川に

おける天然記念物イタセンパラ（タナゴ類）の保護のため、影響が想定される事業
について、環境影響の必要性について検討を実施するものである。
その組織及び運営については、本規約の定めるところによる。

（内 容）
第２条 検討会は、第１条の目的を達成するため、環境影響の判断（スクリーニング）基準

を策定し、次に掲げる対象について、事業毎にスクリーニングを行ない、環境影響
の方向性について審議する。
１、対象種

天然記念物イタセンパラ（タナゴ類）
２，対象地域
・木曽川24.4km付近（木曽川上下流管理境界）から約43km付近（三派川合流後）

３、対象事業
河川区域内の堤外地の改変をともなう以下の事業
・直轄事業
・地方自治体、民間事業者等が実施する河川占用を伴う事業

（構 成）
第３条 検討会は、座長、副座長及び委員をもって組織するものとし、別紙１に定める者を

もって構成する。
１．座長は検討会の構成員により選任する。座長は会議を総括するとともに、検討

会の開催にあたって委員を招集する。
２．副座長は座長が指名する。座長が不在の時は、副座長がその職務を代行する。
３．座長は検討会の目的を遂行するために必要と認めた場合には、検討会に委員

以外の出席者を求めることができる。
４．委員の任期は委嘱日から１年間とし、再任は妨げないものとする。

（情報公開）
第４条 検討会の公開の方法は、別紙２によるものとする。

（事務局）
第５条 検討会の事務局は、木曽川上流河川事務所に置くものとする。

（その他）
第６条 本規約に定めるもののほか、検討会の運営に必要な事項は、座長が検討会に諮って

検討会で定めるものとする。
二 規約の改正については、検討会で行うものとする。
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附則
（施行期日）

この規約は、平成２２年 ７月３０日から施行する。
この規約は、平成２４年 ８月６日から一部改正施行する。
この規約は、平成２５年 ９月３０日から一部改正施行する。
この規約は、平成２６年 ９月２６日から一部改正施行する。
この規約は、平成２８年 ９月２９日から一部改正施行する。
この規約は、平成２９年 ９月４日から一部改正施行する。
この規約は、平成３０年 ９月１８日から一部改正施行する。
この規約は、令和元年 １１月１８日から一部改正施行する。
この規約は、令和２年 １０月１９日から一部改正施行する。



＜別紙１＞
※五十音順・敬称略

第３条

委員 専門分野 所 属 備考

北村 淳一 生物 三重県総合博物館 主査

田代 喬 河川工学 名古屋大学減災連携研究センター
特任教授

冨永 晃宏 河川工学 名古屋工業大学大学院 教授 副座長

永山 滋也 河川生態 岐阜大学
地域環境変動適応研究センター

特任助教

森 誠一 魚類 岐阜協立大学 教授 座長



＜別紙２＞

第４条 情報公開について

規約第４条に基づき「情報公開」の方法を下記のとおり定める。

（議事）
・ 議事の公開は、イタセンパラの生息場所に関する審議が含まれるため座長の挨拶
までとする。

・ 審議を公開する場合は、出席委員の過半数の賛成により決議されるものとする。

（資料）
・ 資料は原則公表する。ただし、イタセンパラの生息位置の情報、個人情報保護法
に抵触するものに係る資料は非公表とする。

・ 公表資料は、木曽川上流河川事務所で閲覧できるようにする。

（議事要旨）
・ 議事要旨は、全委員の確認を得た上で、資料とともに閲覧できるように、事務局
において対応する。ただし、発言者の個人名は非公表とする。



別紙「取材登録書」 

「第１２回 木曽川イタセンパラ事業環境影響検討会」 

取材登録書 

当検討会の取材をご希望される報道機関におかれましては、事前登録のためこちらの取材登

録書をご記入のうえ、期限までにＦＡＸまたはメールにて送信をお願いいたします。 

送信期限 令和３年１１月１８日（木）１５時００分まで 

１．報道機関名

２．取材者 

(1)お名前（複数名の場合、代表者名）

(2)ご連絡先  TEL

(3)取材人数  人 

送信先 

ＦＡＸ番号 ０５８－２５１－１１５０ 

メールアドレス cbr-kisojyo-chosa@mlit.go.jp

※会場の都合上、人数が定員に達した場合、ご参加いただけない場合があります。

ご参加いただけない場合のみ、こちらから連絡いたします。

※今回、ご記入いただきました個人情報については、「第１２回 木曽川イタセンパラ事業環境影

響検討会」の運営以外には使用いたしません。



別紙「傍聴申込書」 

「第１２回 木曽川イタセンパラ事業環境影響検討会」 

傍聴申込書 

当委員会の傍聴をご希望される方は、事前登録のためこちらの傍聴申込書をご記入のうえ、期

限までにＦＡＸまたはメールにて送信をお願いいたします。 

期限 令和３年１1 月 18 日（木）１５時００分まで 

１．傍聴者 

(1)お名前

(2)ご連絡先   TEL

(3)ご住所

送信先 

ＦＡＸ番号 ０５８－２５１－１１５０ 

メールアドレス cbr-kisojyo-chosa@mlit.go.jp

※会場の都合上、人数が定員に達した場合、ご参加いただけない場合があります。

ご参加いただけない場合のみ、こちらから連絡いたします。

※今回、ご記入いただきました個人情報については、「第１２回 木曽川イタセンパラ事業環境影

響検討会」の運営以外には使用いたしません。




